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公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者制度

役割を担う者。
（３）スポーツドクター

スポーツマンの健康管理、スポーツ障害、スポーツ
外傷の診断、治療、予防研究等にあたる者。

（４）アスレティックトレーナー
スポーツドクター及びコーチとの緊密な協力のも
とに、スポーツ選手の健康管理、障害予防、スポー
ツ外傷・障害の応急処置、アスレティックリハビ
リテーション及び体力トレーニング、コンディシ
ョニング等にあたる者。

（５）スポーツ栄養士
地域におけるスポーツ活動現場や都道府県レベル
の競技者育成において、スポーツ栄養の知識を持
つ専門家として、競技者の栄養・食事に関する専
門的視点からの支援等、栄養サポートを行う者。

（６）フィットネストレーナー
商業スポーツ施設において、スポーツ活動を行う者
に対する相談及び指導助言を行うとともに、各種ト
レーニングの基本的指導等を職業として行う者。

（７）スポーツプログラマー
地域スポーツクラブ等において、フィットネスの
維持や向上のための指導・助言を行う者。

（８）ジュニアスポーツ指導員
地域スポーツクラブ等において、幼・少年期の子
どもたちに遊びを通した身体づくり、動きづくり
の指導を行う者。

（９）マネジメント指導者
ア．アシスタントマネジャー
総合型の地域スポーツクラブなどにおいて、
クラブ員が充実したクラブライフを送ること
ができるよう、クラブマネジャーを補佐し、
クラブマネジメントの諸活動をサポートする
者。

イ．クラブマネジャー
総合型の地域スポーツクラブなどにおいて、
クラブの経営資源を有効に活用し、クラブ員
が継続的に快適なクラブライフを送ることが
できるよう健全なマネジメントを行う。ま
た、総合型地域スポーツクラブなどに必要な
スタッフがそれぞれの役割に専念できるよう
な環境を整備する者。

〈指導者の養成〉
４．本会が公認するスポーツ指導者を養成するため、別に
定めるカリキュラムに基づき、次の講習会を実施する。

（１）スポーツリーダー養成講習会
本会又は本会加盟団体が実施するが、地方公共団
体等でも実施することができる。

（２）競技別指導者養成講習会
本会と本会加盟競技団体等の共催で実施する。

（３）スポーツドクター養成講習会
本会が実施するが、必要に応じ関係団体を共催に
加えることができる。

〈趣　　旨〉
１．国民スポーツ振興と競技力向上にあたる各種スポー
ツ指導者の資質と指導力の向上を図り､指導活動の促
進と指導体制を確立するため､本会は、加盟団体と一
体となって「公益財団法人日本体育協会公認スポーツ
指導者制度」を制定する。

〈目　　的〉
２．この制度は、次の事項の達成を図ることを目的とする。
（１）各競技別スポーツの普及発展に即応する指導体

制を確立すること。
（２）多様なスポーツニーズに対応した指導者を一貫

したシステムにより養成し、その資質と指導力の
向上をはかること。

（３）指導者の各組織内における位置づけと役割に応
じた資格認定を明確にし、社会的信頼を確保する。

（４）種類別、地域別、競技別に指導者の組織的連係を
すすめ、活動促進をはかること。

〈指導者の種類と役割〉
３．本会が公認するスポーツ指導者の種類と役割は、次の
とおりとする。

（１）スポーツリーダー
地域におけるスポーツグループやサークルなどの
リーダーとして、基礎的なスポーツ指導や運営にあ
たる者。

（２）競技別指導者
ア．指導員
地域のスポーツクラブやスポーツ教室などに
おいて、個々人の年齢や性別などの対象に合
わせた競技別の技術指導等にあたる者。

イ．上級指導員
地域のスポーツクラブやスポーツ教室などに
おいて、年齢、競技レベルに応じた競技別の技
術指導にあたるとともに、事業計画の立案な
どクラブ内指導者の中心的な役割を担う者。

ウ．コーチ
地域において、競技者育成のための指導にあた
る者。

エ．上級コーチ
ナショナルレベルのトレーニング拠点において、
各年代で選抜された競技者の育成強化にあた
る者。

オ．教師
商業スポーツ施設等において、競技別の専門
的指導者として質の高い技術指導を行うとと
もに、個々人の年齢、性別、技術レベルやニー
ズに合わせたサービスを提供する者。

カ．上級教師
商業スポーツ施設等において、競技別の専門
的指導者として質の高い技術指導を行うとと
もに、各種事業計画の立案、地域スポーツ経営
のためのコンサルティングなどに関する中心的
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（４）アスレティックトレーナー養成講習会
本会が実施するが、必要に応じ関係団体を共催に
加えることができる。

（５）スポーツ栄養士養成講習会
本会と（社）日本栄養士会の共催で実施する。

（６）スポーツプログラマー養成講習会
本会が実施するが、必要に応じ関係団体を共催に
加えることができる。

（７）ジュニアスポーツ指導員養成講習会
本会が実施する。

（８）マネジメント指導者養成講習会
本会又は本会加盟団体が実施する。

（９）前各号の指導者養成にかかる講習会の運営方法、
受講資格、カリキュラム内容、審査等細目につい
ては、別に定める。

〈指導者の登録・認定〉
５．公認スポーツ指導者の認定は、次のとおりとする。
（１）公認スポーツ指導者の認定は、別に定める登録規

程により、登録した者を対象とする。
（２）登録指導者は、本会と本会加盟団体の組織内指導

者とする。

〈マスター称号の付与〉
６．指導者として資質・能力が特に優れ、当該領域の指導
者の育成・指導等にあたる者として下記により推薦
のあった者に対し、指導者育成専門委員会の審査を経
て、マスターの称号を付与する。
（１）競技別指導者資格の各領域において、指導者の育

成・指導等にあたる者として、別に定める基準に
基づき、中央競技団体から推薦のあった者。

（２）アスレティックトレーナーの指導・育成等にあたる者
として、別に定める基準に基づき、本会が推薦す
る者。

〈指導者の権利〉
７．公認スポーツ指導者には、下記に掲げる権利を与える。
（１）本会が発行する指導者向け情報誌及び指導者必携

書の購読
（２）本会及び本会加盟団体が実施する研修事業等への

参加資格
（３）公認スポーツ指導者総合保険制度への加入資格
（４）公認スポーツ指導者ブレザー等公式需品の購入

資格

〈指導者協議会〉
８．公認スポーツ指導者相互の連帯と、資質、指導力の向
上及びスポーツ指導活動の促進方策について協議す
ることを目的に、次のスポーツ指導者協議会等を設置
し、それぞれの役割に応じた活動方策などについて協
議する。

（１）全国スポーツ指導者連絡会議
本会指導者育成専門委員会の下に、各都道府県ス

ポーツ指導者協議会の代表と各中央競技団体の指
導者養成部門の代表が出席し、公認スポーツ指導
者制度の発展とその円滑な運営のため、公認スポ
ーツ指導者相互の連帯と、資質、指導力の向上及び
スポーツ指導活動の促進方策について協議する。

（２）都道府県別スポーツ指導者協議会
都道府県体育協会の指導者育成に関する委員会の
下に、各都道府県内の公認スポーツ指導者相互の
連帯と、資質、指導力の向上及びスポーツ指導活動
の促進を図るとともに、県内の市区町村別・競技
別の組織化を推進する。

（３）加盟団体スポーツドクター代表者協議会
本会指導者育成専門委員会の下に、各都道府県体
育協会のスポーツドクターの代表及び各中央競技
団体のスポーツドクターの代表が出席し、相互の
連絡を密にし、活動促進、相互研修、情報交換、広
報活動等を図る。

（４）全国公認アスレティックトレーナー連絡会議
本会指導者育成専門委員会の下に、中央競技団体、
都道府県体育協会、プロスポーツ団体及び本会に
所属する公認アスレティックトレーナーの代表が
出席し、相互の連絡を密にし、活動促進、相互研修、
情報交換、広報活動等を図る。

（５）その他
上記各号については、それぞれ別に定める。

〈指導者の活動促進〉
９．公認スポーツ指導者の活動促進を図るため、本会は、
加盟団体と一体となって、各種活動促進方策の推進に
努める。

〈移行措置および暫定措置〉
10．この制度施行日以前に公認資格認定を受けたスポー
ツ指導者については、平成17年10月１日において自動
的にこの制度に移行するものとする。

11．前項及びその他の移行措置、暫定措置については、別
に定める。

〈附則〉
１．この制度は、昭和63年８月24日から施行する。
２．この制度は、平成元年２月８日から施行する。
３．この制度は、平成４年９月14日から施行する。
４．この制度は、平成５年９月27日から施行する。
５．この制度は、平成６年７月５日から施行する。
６．この制度は、平成10年10月１日から施行する。
７．この制度は、平成11年６月８日から施行する。
８．この制度は、平成12年３月７日から施行する。
９．この制度は、平成12年10月20日から施行する。
10．この制度は、平成17年４月１日から施行する。
11．この制度は、平成17年7月13日から施行する。
12. この制度は、平成20年3月5日から施行する。
13. この制度は、平成23年4月1日から施行する。
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公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者登録規程

第１条 

この規程は、公益財団法人日本体育協会（以下「本会」

という。）公認スポーツ指導者制度第5項に基づき、公認

スポーツ指導者養成講習会修了者の登録・認定に関する

ことについて定める。 

第２条 

登録は、本会公認スポーツ指導者制度第2項にのっとり、

本会公認スポーツ指導者資格認定を目的とする。 

第３条 

登録は、次の条件のいずれか一つを満たした者が個人単

位で申請する。 

　 （1）公認スポーツ指導者養成講習会修了者 

　 （2）本会が承認した適応コース及び講習会等を修了

　   し、所定の検定試験に合格した者 

　 （3）マスターに認定された者 

 2.   前項の登録にあたっては、別に定める登録料を納める 

　  ものとする。 

 

第４条 

登録の有効期限は4年間とし、4年ごとに更新する。 

ただし、スポーツリーダー資格については、有効期限を

設けないものとする。 

2. 前項の更新にあたっては、資格有効期限が切れる6カ

月前までに本会又は当該中央競技団体の定める研修を

受けなければならない。 

3. 有効期限内に、更新を行わない場合には、公認スポー

ツ指導者資格を失う。ただし、本会が特に認めた場合は、

期間を過ぎても登録することができる。 

第５条 

本会は、第 3条の定めにより登録した者に対し、本会公

認スポーツ指導者として「認定証」及び「登録証」を交

付する。また、更新登録者に対しては、「登録証」を交付

する。 

ただし、スポーツリーダー資格及びマスターについては、

「認定証」のみ交付する。 

第６条 

資格の認定を受けた者が、本会公認スポーツ指導者とし

てふさわしくない行為があったと認められたときは、資

格が取り消される。 

第７条 

この規程に定めるほか、登録に関して必要な事項は、別

に定めることができる。 

附　則 

この規程は、平成元年4月1日から施行する。 

この規程は、平成7年10月 1日から施行する。 

この規程は、平成17年４月1日から施行する。 

この規程は、公益財団法人日本体育協会の設立の登記の

日（平成23年４月1日）から施行する。 

ライフステージ 

幼年期 

概ね12歳 

少年期 

概ね18歳 

青年期 

概ね35歳 

中年期 

概ね65歳 

高齢期 

ジュニアスポーツ初心者層 
（多様な遊び・スポーツ体験） 

ジュニアスポーツ 
愛好者層 

ジュニア一般 
競技者層 

成人 
競技スポーツ 

志向層 

（見る） （支える） 

（行う） 

成人スポーツ愛好者層 

A

B

C

D

備考：支える＝指導者 
　　　　　　支援者 
A（国際メダル） 
B（国際出場） 
C（有望選手） 
D（ジュニアトップ） 
 

有望ジュニア層 

●ライフステージにそったスポーツへのかかわり方 

※「21世紀の国民スポーツ振興方策～スポーツ振興における体育協会の役割モデル図」を一部修正 
原典は、平成９年保健体育審議会答申別図２「今後の我が国のトップレベル競技者の育成モデル」 
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「スポーツ宣言日本～21世紀におけるスポーツの使命～」
本宣言は、日本のスポーツがこれから進むべき新たな100年に向けた指針として、平成23年7月15日に開催された、日本

体育協会・日本オリンピック委員会創立100周年記念シンポジウム（東京会場）において、採択されたものです。

スポーツは、自発的な運動の楽しみを基調とする人類共通の文化である。スポーツのこの文化的特性が十分に尊重される
とき、個人的にも社会的にもその豊かな意義と価値を望むことができる。とりわけ、現代社会におけるスポーツは、暮らし
の中の楽しみとして、青少年の教育として、人々の交流を促し健康を維持増進するものとして、更には生きがいとして、多
くの人々に親しまれている。スポーツは、幸福を追求し健康で文化的な生活を営む上で不可欠なものとなったのである。
既にユネスコは、1978年の「体育とスポーツに関する国際憲章」において、スポーツが全ての人々の基本的な権利であるこ
とを謳っている。しかし、今もなお、様々な理由によりスポーツを享受できない人々が存在する。したがって、遍く人々が
スポーツを享受し得るように努めることは、スポーツに携わる者の基本的な使命である。
また、現代社会におけるスポーツは、それ自身が驚異的な発展を遂げたばかりでなく、極めて大きな社会的影響力をもつ
に至った。今やスポーツは、政治的、経済的、さらに文化的にも、人々の生き方や暮らし方に重要な影響を与えている。し
たがって、このスポーツの力を、主体的かつ健全に活用することは、スポーツに携わる人々の新しい責務となっている。
この自覚に立って21世紀のスポーツを展望するとき、これまでスポーツが果たしてきた役割に加えて、スポーツの発展を
人類社会が直面するグローバルな課題の解決に貢献するよう導くことは、まさに日本のスポーツが誇れる未来へ向かう第一
歩となる。
このことに鑑み、21世紀における新しいスポーツの使命を、スポーツと関わりの深い3つのグローバルな課題に集約し、

以下のように宣言する。

1． スポーツは、運動の喜びを分かち合い、感動を共有し、人々のつながりを深める。人と人との絆を培うこのスポーツ
の力は、共に地域に生きる喜びを広げ、地域生活を豊かで味わい深いものにする。
21世紀のスポーツは、人種や思想、信条等の異なる多様な人々が集い暮らす地域において、遍く人々がこうしたスポーツ

を差別なく享受し得るよう努めることによって、公正で福祉豊かな地域生活の創造に寄与する。

2． スポーツは、身体活動の喜びに根ざし、個々人の身体的諸能力を自在に活用する楽しみを広げ深める。この素朴な身
体的経験は、人間に内在する共感の能力を育み、環境や他者を理解し、響き合う豊かな可能性を有している。
21世紀のスポーツは、高度に情報化する現代社会において、このような身体的諸能力の洗練を通じて、自然と文明の
融和を導き、環境と共生の時代を生きるライフスタイルの創造に寄与する。

3． スポーツは、その基本的な価値を、自己の尊厳を相手の尊重に委ねるフェアプレーに負う。この相互尊敬を基調とす
るスポーツは、自己を他者に向けて偽りなく開き、他者を率直に受容する真の親善と友好の基盤を培う。
21世紀のスポーツは、多様な価値が存在する複雑な世界にあって、積極的な平和主義の立場から、スポーツにおける
フェアプレーの精神を広め深めることを通じて、平和と友好に満ちた世界を築くことに寄与する。

現代社会におけるスポーツは、オリンピック競技大会等の各種の国際競技会において示されるように、人類が一つである
ことを確認し得る絶好の機会である。したがって、スポーツが、多様な機会に、グローバル課題の解決の重要性を表明する
ことは極めて重要である。
しかし、スポーツに携わる者は、そのような機会を提供するだけではなく、スポーツの有する本質的な意義を自覚し、そ
れを尊重し、表現すること、つまりスポーツの21世紀的価値を具体化し、実践することによって、これらの使命を達成すべ
きである。その価値とは、素朴な運動の喜びを公正に分かち合い感動を共有することであり、身体的諸能力を洗練すること
であり、自らの尊厳を相手の尊重に委ねる相互尊敬である。遍く人々がこのスポーツの21世紀的価値を享受するとき、本宣
言に言うスポーツの使命は達成されよう。
スポーツに携わる人々は、これからの複雑で多難な時代において、このような崇高な価値と大いなる可能性を有するスポーツ
の継承者であることを誇りとし、その誇りの下にスポーツの21世紀的価値の伝道者となることが求められる。

平成23年7月15日
日本体育協会・日本オリンピック委員会
創立100周年記念事業実行委員会

会　長　　森　　喜 朗

詳細につきましては、日本体育協会・日本オリンピック
委員会のホームページをご参照ください。
http://www.japan-sports.or.jp/
http://www.joc.or.jp/
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●主要先進国の65歳以上人口割合の推移 ●１日の生活時間 
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2010年次

総務省統計局「社会生活基本調査」

注）1次活動…睡眠、食事など生理的に必要な活動
　　2次活動…仕事、家事など社会生活を営む上で義務的な性格の強い活動
　　3次活動…1次活動、2次活動以外で各人が自由に使える時間における活動

（1）概観
　○2次活動時間は増加、3次活動時間は減少

（表）男女、行動の種類別生活時間（平成13、18年）-週全体 

 

（2）睡眠
　○ほとんどの年齢階級で睡眠時間は減少
　・睡眠時間は7時間42分で、平成13年と比べると3分の減少
　・10～14歳、25～29歳及び30～34歳を除くすべての年齢階級で減少

（図）年齢階級別睡眠時間（平成13年、18年）-週全体 
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●平均寿命の推移（男女別） 
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人口問題研究所「日本の将来推計人口」 
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国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
によると、約20年後の2025年には、65歳以上の老年人口
が27.4％を占める。一方、厚生労働省の「毎月勤労統計
調査」によると、総実労働時間は1980年当時に比べ2001

高齢社会と生涯スポーツ

年には200時間近く減少。人生の長期化と余暇時間の増
大のもとで、豊かで活力ある生きがいに満ちた社会形成
に向けて、「生涯スポーツ」の環境づくりの重要性が増
す一方といえる。
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内閣府の「体力・スポーツに関する世論調査」（2009
年）によると、一年間になんらかのスポーツを行った20
歳以上の人は約77.8％であり、週に1日以上継続的にス
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●今後行ってみたい運動・スポーツ種目（トップ10） 
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●1年間に行った運動・スポーツ種目（トップ10） 
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ポーツを行っている人は、約44.4％となった。このスポ
ーツ実施率向上が国の当面の課題となっている。
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団体名 郵便番号 電話番号 住　所 

 加盟区分１ 
 
公益財団法人  日本陸上競技連盟 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館3F 03-3481-2300 
財団法人 日本水泳連盟 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館4F 03-3481-2306 
財団法人 日本サッカー協会 113-8311 文京区本郷3-10-15 JFAハウス 03-3830-2004 
財団法人 全日本スキー連盟 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館3F 03-3481-2315 
財団法人 日本テニス協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館4F 03-3481-2321 
社団法人 日本ボート協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館4F 03-3481-2326 
社団法人 日本ホッケー協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館5F 03-3481-2330 
社団法人 日本アマチュアボクシング連盟 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館4F 03-3481-2333 
公益財団法人  日本バレーボール協会 151-0051 渋谷区千駄ケ谷1-30-8 ダヴィンチ千駄ヶ谷内 03-5786-2100 
財団法人 日本体操協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館5F 03-3481-2341 
財団法人 日本バスケットボール協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館5F 03-3481-2347 
財団法人 日本スケート連盟 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館4F 03-3481-2351 
財団法人 日本レスリング協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館4F 03-3481-2354 
財団法人 日本セーリング連盟 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館5F 03-3481-2357 
社団法人 日本ウエイトリフティング協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館4F 03-3481-2359 
財団法人 日本ハンドボール協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館5F 03-3481-2361 
財団法人 日本自転車競技連盟 107-0052 港区赤坂1-9-3 日本自転車会館3号館3F 03-3582-3713 
財団法人 日本ソフトテニス連盟 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館3F 03-3481-2366 
財団法人 日本卓球協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館4F 03-3481-2371 
公益財団法人  全日本軟式野球連盟 151-0051 渋谷区千駄ヶ谷4-27-7 軟式野球会館 03-3404-8831 
財団法人 日本相撲連盟 169-0073 新宿区百人町1-15-20 03-3368-2211 
社団法人 日本馬術連盟 104-0033 中央区新川2-6-16 馬事畜産会館6階 03-3297-5611 
社団法人 日本フェンシング協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館4F 03-3481-2378 
財団法人 全日本柔道連盟 112-0003 文京区春日1-16-30 講道館本館5F 03-3818-4199 
財団法人 日本ソフトボール協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館3F 03-3481-2380 
公益財団法人  日本バドミントン協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館3F 03-3481-2382 
公益財団法人  全日本弓道連盟 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館4F 03-3481-2387 
社団法人 日本ライフル射撃協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館5F 03-3481-2391 
財団法人 全日本剣道連盟 102-0074 千代田区九段南2-3-14 靖国九段南ビル2階 03-3234-6271 
社団法人　日本近代五種協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館4F 03-3481-2393 
財団法人 日本ラグビーフットボール協会 107-0061 港区北青山2-8-35 秩父宮ラグビー場クラブハウス内 03-3401-3321 
社団法人 日本山岳協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館4F 03-3481-2396 
公益社団法人  日本カヌー連盟 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館4F 03-3481-2400 
公益社団法人  全日本アーチェリー連盟 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館4F 03-3481-2402 
財団法人 全日本空手道連盟 135-0053 江東区辰巳1-1-20 日本空手道会館 03-5534-1951 
公益財団法人  日本アイスホッケー連盟 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館5F 03-3481-2404 
社団法人 全日本銃剣道連盟 102-0091 千代田区北の丸公園2-3 日本武道館内 03-3201-1020 
社団法人 日本クレー射撃協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館5F 03-3481-2408 
財団法人 全日本なぎなた連盟 664-0851 伊丹市中央3-5-8 0727-75-2838 
財団法人 全日本ボウリング協会 108-0014 港区芝4-4-10 サンライズ長井ビル8F 03-3452-4501 
日本ボブスレー･リュージュ連盟 380-8524 長野市県町524 北野建設（株）内 026-235-6260 
財団法人 日本野球連盟 100-0005 千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー8階 03-3213-6776 
社団法人 日本綱引連盟 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館5F 03-3481-2531 
一般財団法人  少林寺拳法連盟 170-0004 豊島区北大塚2-17-5 少林寺拳法東京研修センター 03-5961-2190 
財団法人 日本ゲートボール連合 105-0001 港区虎ﾉ門1-15-16 海洋船舶ビル2F 03-3580-9397 
社団法人 日本武術太極拳連盟 102-0085 千代田区六番町9 九番館ビル2F 03-3265-9494 
財団法人 日本ゴルフ協会 104-0031 中央区京橋1-12-5 京橋YSビル2F 03-3566-0003 
公益社団法人  日本カーリング協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館5F 03-3481-2525 
社団法人 日本パワーリフティング協会 104-0033 中央区新川1-19-5 03-5540-1010 
社団法人 日本オリエンテーリング協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館内 03-3467-4548 
公益社団法人  日本グラウンド･ゴルフ協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館5F 03-3481-2477 
社団法人 日本トランポリン協会 194-0032 町田市本町田1158-1 042-732-1797 
社団法人 日本トライアスロン連合 150-0002 渋谷区渋谷2-9-10 青山キングビル3F 03-5469-5401 
一般財団法人  日本バウンドテニス協会 105-8660 港区東新橋1-1-19 03-3574-8932 
社団法人 日本エアロビック連盟 140-0011 品川区東大井5-7-10 クレストワン3F 03-5796-7521 
一般社団法人  日本バイアスロン連盟 065-0030 札幌市東区北30条東12-4-9 クリーンビル3階 011-702-1234 
     
 加盟区分２ 
財団法人 北海道体育協会 062-8572 札幌市豊平区豊平5条11-1-1 北海道立総合体育センター内 011-820-1701 
財団法人 青森県体育協会 038-0021 青森市大字安田字近野234-7 017-766-2141 
財団法人 岩手県体育協会 020-0133 盛岡市青山4-13-30 （財）岩手県体育協会会館 019-648-0400 
財団法人 宮城県体育協会 980-0011 仙台市青葉区上杉１丁目2-3 宮城県自治会館3F 022-726-4211 
財団法人 秋田県体育協会 010-0974 秋田市八橋運動公園1-5 秋田県スポーツ科学センター 018-864-8090 
財団法人 山形県体育協会 990-2412 山形市松山2-11-30 山形県スポーツ会館内 023-625-5740 
財団法人 福島県体育協会 960-8065 福島市杉妻町5-75 県庁東分庁舎 3号館 024-521-7896 

日本体育協会加盟団体等一覧 （H24.2.8現在）
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団体名 郵便番号 電話番号住　所
財団法人 茨城県体育協会 310-0911 水戸市見和1-356-2 水戸生涯学習センター分館内 029-226-9972
財団法人 栃木県体育協会 320-0057 宇都宮市中戸祭1-6-3 スポーツ会館内 028-622-7677
財団法人 群馬県スポーツ協会 371-0047 前橋市関根町800 県総合スポーツセンター内 027-234-5555
財団法人 埼玉県体育協会 362-0031 上尾市東町3-1679 スポーツ総合センター 048-779-5895
財団法人 千葉県体育協会 263-0011 千葉市稲毛区天台町323 千葉県スポーツ科学総合センター2F 043-254-0023
財団法人 東京都体育協会 150-8050 渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館内 03-3481-2422
財団法人 神奈川県体育協会 221-0855 横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1 県立スポーツ会館内 045-311-0653
財団法人 山梨県体育協会 400-0836 甲府市小瀬町840  055-243-3111
財団法人 新潟県体育協会 950-0933 新潟市中央区清五郎67-12 東北電力ビッグスワンスタジアム内 025-287-8600
財団法人 長野県体育協会 380-0872 長野市大字南長野字聖徳545-1 県スポーツ会館内 026-235-3483
財団法人 富山県体育協会 939-8252 富山市秋ヶ島183 富山県総合体育センター 076-461-7138
財団法人 石川県体育協会 920-0355 金沢市稚日野町北222  076-268-3100
財団法人 福井県体育協会 918-8027 福井市福町3-20 福井県営体育館内 0776-34-2719
財団法人 静岡県体育協会 422-8004 静岡市駿河区国吉田5-1-1  054-265-6464
財団法人 愛知県体育協会 460-0007 名古屋市中区新栄1-49-10 県教育会館内 052-264-1010
財団法人 三重県体育協会 510-0261 鈴鹿市御薗町1669 県営鈴鹿スポーツガーデン内 0593-72-3880
財団法人 岐阜県体育協会 502-0817 岐阜市長良福光大野2675-28 岐阜メモリアルセンター内 058-297-2567
財団法人 滋賀県体育協会 520-0037 大津市御陵町4-1 滋賀県立スポーツ会館2Ｆ 077-521-8001
財団法人 京都府体育協会 601-8047 京都市南区東九条下殿田町70 京都府スポーツセンター内 075-692-3455
財団法人 大阪体育協会 556-0011 大阪市浪速区難波中3-4-36 大阪府立体育会館内 06-6643-5234
財団法人 兵庫県体育協会 650-0011 神戸市中央区下山手通4-16-3 兵庫県民会館6階 078-332-2344
財団法人 奈良県体育協会 630-8502 奈良市登大路町30 県くらし創造部スポーツ振興課内 0742-22-5791
社団法人 和歌山県体育協会 640-8262 和歌山市湊通丁北1-2-1  073-431-3982
財団法人 鳥取県体育協会 680-0944 鳥取市布勢146-1 コカ・コーラウエストスポーツパーク内 0857-28-1288
財団法人 島根県体育協会 690-0015 松江市上乃木10-4-2 島根県立水泳プール内 0852-21-5364
財団法人 岡山県体育協会 700-0012 岡山市北区いずみ町2-1-3 桃太郎アリーナ 岡山県広域スポーツセンター内 086-256-7101
財団法人 広島県体育協会 730-0011 広島市中区基町4-1 県立総合体育館内 082-221-4600
財団法人 山口県体育協会 753-8501 山口市滝町1-1 県政資料館2階  083-923-3764
財団法人 香川県体育協会 760-0004 高松市西宝町2-6-40 県教育会館4F  087-833-1580
財団法人 徳島県体育協会 770-0939 徳島市かちどき橋1-41   088-655-3660
公益財団法人  愛媛県体育協会 790-0843 松山市道後町2-9-14 愛媛県県民文化会館別館内 089-911-1199
財団法人 高知県体育協会 780-0850 高知市丸ノ内1-7-52 県庁西庁舎  088-873-6263
財団法人 福岡県体育協会 812-0852 福岡市博多区東平尾公園2-1-4 県立スポーツ科学情報センター内 092-629-3535
財団法人 佐賀県体育協会 849-0923 佐賀市日の出2-1-11 県スポーツ会館内 0952-30-7716
財団法人 長崎県体育協会 852-8118 長崎市松山町2-5 県営野球場内  095-845-2083
財団法人 熊本県体育協会 861-8012 熊本市平山町2776 県民総合運動公園陸上競技場内 096-388-1581
公益財団法人  大分県体育協会 870-0908 大分市青葉町1番地 県立総合体育館内 097-504-0888
財団法人 宮崎県体育協会 889-2151 宮崎市大字熊野字島山1443-12 県総合運動公園都市公園総合事務所2階 0985-58-5633
財団法人 鹿児島県体育協会 890-0062 鹿児島市与次郎1-4-20  099-255-0146
財団法人 沖縄県体育協会 900-0026 那覇市奥武山町51-2 体協会館内  098-857-0017 

 関係機関     
国立スポーツ科学センター（JISS） 115-0056 東京都北区西が丘3-15-1  03-5963-0020
公益財団法人  日本オリンピック委員会（JOC） 150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館内 03-3481-2233
財団法人  日本アンチ・ドーピング機構（JADA） 115-0056 東京都北区西が丘3-15-1 国立スポーツ科学センター内 03-5963-8030
一般財団法人  日本スポーツ仲裁機構（JSAA） 150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1 国立代々木競技場内 03-5465-1415

 プロ競技団体     
社団法人 日本職業スキー教師協会 104-0031 中央区京橋1-19-10 大宗ビル4F  03-3567-4770
社団法人 日本プロテニス協会 108-0074 港区高輪3丁目24-16 ISAビル3F  03-5791-1965
社団法人 日本プロゴルフ協会 105-0001 港区虎ノ門2-7-7 虎ノ門中田ビル2F 03-3500-2311
社団法人 日本スイミングクラブ協会 101-0061 千代田区三崎町2-20-7 水道橋西口会館5階 03-3511-1552

 関係団体      
財団法人 日本体育施設協会 160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘10-2 国立霞ヶ丘競技場内 03-3401-6548
財団法人 日本社会スポーツセンター 206-0003 東京都多摩市東寺方647  042-375-1630
社団法人 日本栄養士会 101-0051 東京都千代田区神田神保町1-39  03-3295-5151

 協力団体      
財団法人 日本万歩クラブ 141-0031 品川区西五反田8-3-13 フルオカビル 03-3493-5601
公益財団法人  日本スポーツクラブ協会 160-0013 新宿区霞ヶ丘町10-2 国立霞ヶ丘競技場内 03-5786-3261
財団法人 日本健康スポーツ連盟 101-0063 千代田区神田淡路町2-9-11 東酒類ビル5F 03-5256-1861
公益社団法人  日本グラススキー協会 104-0061 中央区銀座1-7-10 銀座富士ビル8階 03-3538-2528

 準加盟団体     
特定非営利活動法人  日本ローラースポーツ連盟 170-0013 豊島区東池袋1-31-13 ライオンズマンション東池袋第3･506 03-3983-6335
公益社団法人  日本ダンススポーツ連盟 135-0063 江東区有明3-4-2 有明センタービル1F 03-6457-1850
社団法人 日本アメリカンフットボール協会 140-0001 品川区北品川1-16-1 舟正ビル2F  03-3450-9360
社団法人 日本チアリーディング協会 107-0062 港区南青山2-11-13 青山サクセスビル7階 03-3406-2226

 加盟区分３     
公益財団法人  日本障害者スポーツ協会 103-0013 中央区日本橋人形町2-14-9  三星ビル5階 03-5939-7021
公益財団法人  日本中学校体育連盟 150-8050 渋谷区神南1-1-1  岸記念体育会館4F 03-3481-2425
特定非営利活動法人  日本スポーツ芸術協会 177-0042 練馬区下石神井3-20-7  03-5923-7751
社団法人 日本女子体育連盟 151-0052 渋谷区代々木神園町3-1 国立オリンピック記念青少年総合センター内 03-3469-7995


